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日田市「ひたはしり号」 

バスロケーションシステム及び乗降カウントシステム導入・管理業務募集要項（案） 

１ 業務名 

  日田市「ひたはしり号」バスロケーションシステム及び乗降カウントシステム導入・管理業務 

２ 業務概要 

日田市（以下「本市」という。）が運行する市内循環バスひたはしり号（以下「ひたはしり号」

という。）にバスロケーションシステムを導入し、利用者がインターネット端末を使用して、車

両位置情報を確認できる環境を整備する。 

また、導入する乗降客数データ収集システムを管理・運用することで、バス停留所ごとの乗降

客数を把握し、利用者に車内混雑状況を公開できる環境を整備する。 

３．目的 

本業務は、バス車両への乗降カウントシステム及びバスロケーションシステムの導入に

より、正確な乗降実態を把握するとともに、運行状況の可視化を行い、公共交通の利用促

進及びデータに基づく運行計画の最適化に資することを目的とする。 

４ 業務期間 

入札日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで 

※ 運用開始日は、令和８年９月１日（火）を想定 

５ ひたはしり号の運行概要 

(1) 路線名、系統数等 

路線名 車両 系統数 キロ程 便数 

Ａコース(緑) 日野 PONCHO 2 約 13 ㎞ 10 

Ｂコース(青) 日野 PONCHO 2 約 13 ㎞ 10 

Ｃコース(橙) 日野 PONCHO 2 約 15 ㎞ 9 

(2) 運行形態 

  日田バス株式会社に運行管理を委託 

(3) 車両台数 

３台（上記表のとおり） 

(4) 運行時間帯 

午前７時台～午後７時台 

(5) 年間利用者数 

８９，５５６人（令和７年度実績） 

6 入札に付する事項 

件  名: バスロケーションシステム及び乗降カウントシステム導入・管理業務委託 

履行期間: 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

運用開始日：令和 8 年 9 月 1 日（予定）      

業務概要: 別添「仕様書」のとおり 
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7 入札参加資格 

本入札に参加できる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。 

①地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者。 

②国税及び地方税（法人税、住民税等）に滞納がないこと。 

③必要な営業の許可や認可を受けており、過去に重大な法令違反や不正行為がないこと。 

④過去 3 年以内に、同種の業務において指名停止等の行政処分を受けてないこと。 

⑤過去 3 年以内に、地方自治体またはバス事業者において、バスロケーションシステムの 

導入実績を有すること。 

⑥BMS-500（技研トラスト社製）と同等以上の性能を有する乗降カウントセンサーを、バス 

車両へ設置・運用した実績を有すること。 

⑦障害発生時に、２４時間以内に初期対応（遠隔確認または保守担当者への連絡）が可能で 

あり、２日以内に故障機器の交換または修理が可能な体制を有すること。 

⑧役員などが暴力団員である、あるいは暴力団と密接な関係を有する者ではないこと 

8 入札方法 

本入札は、最低価格落札方式により行う。 

入札金額は、システム導入費、車両への取付工事費及び８月分の通信回線費及び保守管理費 

をすべて含んだ総額とする。 

9 入札スケジュール 

  入札日時：令和 8年 7 月中旬（事前審査通過者に後日通知） 

  質問受付期間：公示日から令和８年６月２６日（金）午後５時まで（様式不問） 

 ・本件仕様書及び入札説明書の内容について質問がある場合は、電子メールにて、 

提出すること。 

回答期限：令和８年７月２日（木） 

・入札参加資格確認申請書を提出した者全員に対して、電子メール等により回答する。 

・質問及び回答の内容は、入札参加者全員に周知が必要と判断した場合、市ホーム 

ページ等で公表する場合がある。 

・質問者に対する回答をもって、仕様書等の追加又は修正とみなす。 

10 入札参加資格確認申請書（事前審査）の提出 

入札への参加を希望する者は、令和８年７月３日（金）午後５時までに下記の書類を提出 

すること。 

〇提出書類: 

 [共通]  ⑤ 乗降カウントセンサーに関する書類 
□ ① 一般競争入札参加資格確認申請書(様式 1) □ 製品仕様書及び設置実績説明書 
□ ② 入札参加資格誓約書(様式 2) □ 同等品対照表 
□ ③ 反社会的勢力排除誓約書(様式 3)  ⑥ 障害発生時対応体制に関する書類 
 ④ 履行実績を証する書面 □ 対応体制図 
□ 業務実績調書（様式自由） □ 連絡先一覧 
□ 履行実績を証する書類 □ 対応・復旧手順書 
    
 [法人]  [個人] 
□ ⑦ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） □ ⑨ 住民票及び運転免許証又はパスポート 
□ ⑧ 決算書(直近のもの) □ ⑩ 開業届(写し)又は、事業開始等申告書 
  □ ⑪ 確定申告の控え(2 年分) 
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[留意点] 

④ 履行実績を証する書面 

 ・業務実績調書（様式自由）: 過去 3 年以内の「バスロケーションシステム」または 

「乗降カウントシステム」の導入業務について、件名、 

発注者、期間、業務概要を記載したもの。 

 ・履行実績を証する書類：契約書の写し又は業務完了報告書の写し等 

⑤ 乗降カウントセンサーに関する書類 

・製品仕様書 : 提案予定のシステムおよびセンサー（BMS-500 等）のカタログやパンフレット 

・同等品対照表 ： BMS-500 と同等品を提案する場合は、要求した性能項目（精度 95％以上、 

解析方式、車両電源連動等）をすべて満たしていることがわかる対照表 

を提出すること。（指定製品と同等の性能を担保できることが必須） 

⑦⑨ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）及び住民票:発行 3 ヶ月以内のもの 

 

11 提出書類（契約予定者） 
[入札後] 

 ① 納税の状況がわかる書類  ③ 入札金額の内訳がわかる書類 

□ 法人税納税証明書又は所得税納税証明書 □ 見積書 

□ 地方税納税証明書  ④ その他 

□ ② 印鑑証明書（3カ月以内のもの） □  

[業務完了後] 
□ ① 業務報告書 □ ④ 請求書 

□ ② 業務完了届及び写真  ⑤ その他 

□ ③ 目的物引渡書 □  

12 その他 

・乗降カウント精度：検証テストにおいて 95％以上であること。95％を下回った場合、 

ベンダーの責任において再調整・再設置を行うこと。 

・入札参加要件：事前審査を通過した本市から通知を行った業者に限る。 

 ・落札者には、詳細な見積書の提出を求める。 

・工事完了時の確認: 車両への取付後、市及びバス事業者の立ち会いのもと、動作テスト 

を行い、正常動作を確認する。 

 ・業務の完了：契約期間内の正常な動作の確認及び指定項目の帳票出力が確認できた場合に 

報告書の提出をもって完了とする。 

 ・費用に含まれる内容は、以下のとおりである。 

 [初期費用] 
項目 数量 項目 数量 

路線データ作成 ３ センサー取付 ３ 

車載スマートホン ３ 諸経費 一式 

乗降カウントセンサー ３   

 [年間管理費] 令和 8年 8 月～令和 9 年 3 月 
項目 数量 項目 数量 

バスロケーションシステム利用料 ８月 遠隔サポート利用料 ８月 

バッテリー破損保守費用 ８月 予備端末利用料 一式 

乗降カウントシステム利用料 ８月   
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13 連絡先 

  担当部署：日田市 地域振興部 地域振興課 公共交通係 

  住  所：〒877-8601 大分県日田市田島２丁目６番１号 

  Ｔ Ｅ Ｌ：0973-22-8356  Ｆ Ａ Ｘ：0973-22-8324 

  Ｅ - m a i l：machidukuri@city.hita.lg.jp 


